
栃木県木材業者登録条例第５条第４項に基づき、登録証の交付を受けた

者は、その旨を営業所及び工場の見やすい場所に掲示しなければならない

とされておりますが、今般、条例及び施行規則を改正し、「各事業者のウ

ェブサイトへの掲載」による方法でも可能といたしました。

つきましては、ウェブサイトへの掲載項目及び掲載事例をお知らせしま

すので、対応の際の参考としてください。

＼木材業者の皆様へ／

登録証の掲示規定が変更になりました

ウェブサイトに掲載する項目

①登録番号

②登録年月日

③主たる営業所 所在地

④主たる営業所 名称

⑤業務の態様

⑥登録有効期限

※知事印が押印された登録証を
そのままウェブサイトに掲載
することはお控えください

ウェブサイトの掲載例

※登録内容に変更があった際は、速やかに掲載事項の修正をお願いいたします。

「会社概要」などに記載いただく
のが望ましいです。


